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改正電帳法に対応するために今から何をすべきか
～電帳法・消費税インボイス制度への対応～



１．改正電帳法に対応する電子化の検討
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会計システムなど

PDF等

取引書類

領収証

改正電帳法に対応する電子化の検討
【社内電子化のイメージ】
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検索インデックス(ＤＢ)
・・帳簿の仕訳明細データと
相互関連性を確保する

電子取引
（電帳法７条）

スキャナ保存
（電帳法4条3項）

※JIIMA認証された電帳法対応システムを推奨

仕訳明細データ

仕訳明細データ

法定保存期間
（7年～11年）

データで交付
(WEB・メール等)

⇒電子取引

書面で交付
⇒スキャナ保存

取引先

入力/社内承認

自動処理(RPA)・自動入力(AI/OCR)

領収証

関連付け・検索
・支払申請番号
・伝票番号など

請求書

請求書

PDF等

PDF等

PDF等

PDF等

DX化

仕訳明細データ

仕訳明細データ

仕訳明細データ

仕訳明細データ

関連付け

ワークフローシステム

関連付け

関連付け

関連付け

関連付け

文書管理システム
電帳法法令要件対応

業務処理の
電子化

証憑保存の
電子化



会計システム
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文書管理システム・・

証憑画像データ・検索項目など
所要項目・WF申請番号

請求書

申請
情報

WEB・メール等(電子取引)
書面書類(スキャン)

画像登録・申請

取引先
請求書交付

審査・承認 審査・承認 仕訳連携

担当者

請求書

検索 出力

法定期間保存・
TS付与機能・検証機能

上長 経理 システム

日付・金額(範囲指定)
取引先(複合条件設定)

検索結果を速やかに表示

伝票情報・申請番号など

見積承認処理

発注承認処理

検収承認処理

支払承認処理

ワークフロー機能
全業務が同一システムで処理可能か？
各プロセスの承認状況が確認可能か？
全証憑データを一元管理できるか？

改正電帳法による電子化の検討

【経理業務DX化の検討】

請求書

発注書

見積書

検収書

納品書

見積書

発注書

納品書 検収書
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改正電帳法に対応する電子化の検討
【電子取引データの保存の検討】

請求書
データ

請求書
PDF

電子取引
(電帳法7条)

請求書
PDF

送信者側
受領者側

EDI

メール添付

検索

・書類の区分ごと
・取引年月日等
・取引金額
・取引先名称
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請求書
PDF 請求書

PDF

請求書
PDF

クラウド経由

請求書
PDF

請求書
固定長

EOS名人
電帳法対応

クラウドオプション請求書
データ

電子取引データ
画像保存

(Climer Cloud)

電子取引データ
標準DB保存請求書

データ

CSV

請求書
データ

請求書
データ

EOS名人
標準ＤB変換

電帳法要件
(JIIMA認証)
・電子取引
法令要件対応

電帳法要件
(JIIMA認証)
・電子取引
法令要件対応

データで一元管理



改正電帳法に対応する電子化の検討
【EDIシステム利用時の電帳法対応】

措置要件(電帳法施行規則4条1項3号
次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムを
使用して当該取引情報の授受及び当該電磁的記録の保存を行う
こと。
イ 当該電磁的記録について訂正又は削除を行った場合には、これら
の事実及び内容を確認することができること。
ロ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことがで
きないこと。
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取引データを保存(電帳法法令要件)
…取引情報に該当(電子取引)

業務システム等

手配情報

納品情報

送受信 送受信

検収情報

支払情報

固定長データ

業務システム等

仕入データ(帳簿に該当)保存
・・・帳簿(仕入帳)に該当

※EDIデータが保存されていること
にはならない

売上データ(帳簿に該当)保存
・・・帳簿(売上帳)に該当

※EDIデータが保存されてい
ることにはならない

EDIシステム

取引
データ

取引
データ

固定長データ

請求情報

見積情報

発注情報

固定長データ
固定長データ

EDIデータ保存システム

連携/保存
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A社
購買システム

B社
受注システム

発注情報
請求情報等

仕訳情報
(売上元帳データ)

➀各社ごとにEDIデータを保存する
②EDIデータをクラウドで保存する

EDIシステム

仕訳情報
(仕入元帳データ)

発注情報
請求情報等

EDIデータ取込みEDIデータ送信

②

EDIデータ
クラウド環境で保存

EDIデータ
(連携)

➀
EDIデータ

ユーザ環境で保存

➀
EDIデータ

ユーザ環境で保存

クラウド
システム

EDIデータ
（連携)

メッセージ 送受信日付 商品名 単価 数量 金額 その他データ項目

見積情報 20220114 A0012345 500 1000 500000 ・・・・・・・・・・・

見積情報 20220115 A0012345 450 1000 450000 ・・・・・・・・・・・

発注情報 20220115 A0012345 450 1000 450000 ・・・・・・・・・・・

納品情報 20220116 A0012345 450 1000 450000 ・・・・・・・・・・・

検収情報 20220116 A0012345 450 1000 450000 ・・・・・・・・・・・

ダウンロード
(ユーザ環境等で検索)

ダウンロード
(ユーザ環境等で検索)

改正電帳法による電子化の検討

【EDI取引データの保存領域を検討】

保存上の注意点(見読性の確保)
➀ヘッダー項目が確認できること
②マスター情報が確認できること
③整然とした形式で明瞭に出力できること



２. 改正電子帳簿保存法の概要
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その他
書類

その他
決算書類

実地
棚卸表

その他
控書類

領収書控

請求書控

電子帳簿保存法の改正概要
【帳簿書類等の電帳法改正事項】

注文書控

損益
計算書

見積書控

契約書

自社発行の控え 相手方から受領

取引関係書類

貸借
対照表

納品書

国税関係帳簿
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領収書

データ(特例)
電帳法４条１項

決算関係書類

国税関係書類 電子取引

その他
帳簿

総勘定
元帳

ＥＤＩ
データ

電子
契約書

メール
データ

ＦＡＸ
ほか

ＷＥＢ
請求書

仕訳帳
見積書 請求書

ＷＥＢ
領収書

所得税法・法人税法で保存義務 電帳法保存義務

キャッシュ
フロー計
算書

個別
注記表

注文書

保 存 方 法

書 面 (原 則)

データ(特例)
電帳法４条２項

スキャナ(特例)
電帳法４条３項

データ・スキャナ(特例)
電帳法４条２項・３項

データ保存義務
電帳法7条

①一般電子帳簿
：要件緩和
②優良電子帳簿
：過少申告加算税5％
減免

罰則強化(スキャナ保存・電子取引)
データ改ざん：重加算税10％加重

スキャナ保存(電帳法4条3項)
：要件緩和
入力期限・適正事務処理・検索要件等

データ保存(電帳法4条2項)
：要件緩和
検索機能のダウンロードによる検索容認

承 認 制 度 廃 止

令 和 3 年 度 電 帳 法 改 正 内 容

書面保存不可：
データ保存必須
検索要件緩和等
2023年12月までの宥
恕規定あり

データ(原則)
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帳簿
※法人税法で規定

決算関係書類
※決算に際し作成

取引関係書類
※自社紙発行控

電子取引
対象：取引先間において
データで発行・受領される
取引情報
例：EDI・メール・FAX・
インターネット利用取引・
クラウド利用ほか

書面

法
人
税
法

電
帳
法

書面

書面

データ

保存原則種類根拠
法律

保存特例

データ

データ

令和３年度電
帳法改正：
書面保存廃止

法７条
データ保存

取引関係書類
※受領紙書類

書面

データ

データ

優
先
度
高

優
先
度
中

法４条１項
データ保存

電帳法条文 対応
優先度

法４条２項
データ保存

法４条２項
データ保存

法４条３項
スキャナ保存

調査結果の電子取
引データを法令要
件に従って保存す
る検討が必要

要対応事項

データ保存する場合
の保存方法の検討

データ保存する場合
の保存方法の検討

データ保存する場合
の保存方法の検討

スキャナ保存する
場合の保存方法の
検討

改正電子帳簿保存法の概要
【税法・電帳法法令対応対象範囲】
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改正電子帳簿保存法の概要
【令和3年度改正：電子取引データの保存】

第七条 所得税及び法人税の保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところ
により、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。

☑令和4年1月1日以降の電子取引データに係る書面保存は不可
⇒電帳法の要件に従ったデータ保存が必要(原則）

☑電子インボイス(消費税インボイス制度)は書面保存を容認
⇒法人税及び所得税の納税義務者は書面保存は不可

☑タイムスタンプの付与期限を緩和
⇒電子取引データを保存する場合の措置の一つであるタイムスタンプの付与期限
「遅滞なく」を「約2カ月以内」とする

☑検索項目等を緩和
➀「取引年月日」「取引金額」「取引先名称」の3項目に限定
②ダウンロードにより検索可能な場合は検索機能は不要

☑電子取引データの改ざんによる不正計算は重加算税10％加重賦課

電子取引とは
取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいう
（電帳法第２条第６号)

取引情報とは
取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収
証、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。
（電帳法第２条第６号)

令和3年度電帳法改正の内容

令和4年度与党税制改正大綱
…令和5年12月31日までの宥恕を容認
やむを得ない場合の限定的な書面保存が
可能(システム未導入・体制不備など）



電子帳簿保存法の改正概要
【令和3年度改正：電子取引データの保存要件】

法７条に規定する保存義務者は・・当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を、①保存すべき場所に、②保存すべきこととなる期
間、③規則第４条第１項第１号(送信者のタイムスタンプ）、第2号(授受後のタイムスタンプ付与・保存担当者情報）、第3号(訂正削除の
履歴が残るシステムで授受及び保存)、第４号(訂正削除防止の規程の備付け及び運用)の措置を行い、④第二条第二項第二号(関係
書類の備付け)及び第六項第六号並びに同項第七号(検索機能)において準用する同条第二項第一号（同号イに係る部分に限る。）に
掲げる要件に従って保存しなければならない。（電帳法施行規則第４条第１項）

(１)保存場所

(２)保存期間

(３)措置

(４)保存要件

データの送信側の納税地
及び
データの受信側の納税地

７年間或いは10年間(法人税法の規定による）

➀ 送信者側のタイムスタンプ付データを送信・受信者側は検証機能が必要

④ 正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理規程を備付け・運用すること

関係書類の備付け：
システムの概要・操作マニュ
アル等を備え付け

見読性の確保：
整然とした形式で明瞭な
状態で出力

検索機能の確保
項目：日付・金額・取引先
日付・金額範囲指定・2以上
の項目による条件設定

Copyright © SKJ CPTA Office 2022 all right reserved

② 取引情報の授受後、約2カ月以内にタイムスタンプを付与・保存担当者情報が確認できること

➂ 訂正削除できない(又は訂正削除履歴が保存)システムでデータを授受及び保存すること

以下の➀～➃のいずれかの措置を行うこと（電子取引の授受方法ごとに選択する）

納税地で出力できれば可
・・・クラウドでもOK
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入力機器の要件

・解像度200dpi以上で入力
・スマホ等のカメラは387万画素以上
・カラー画像(赤青緑各256階調)※一般書類は白黒256階調

保存システムの要件

✔タイムスタンプ付与機能：※認定タイムスタンプに限る
✔入力時情報の確認：解像度・階調・書類の大きさ情報が確認できる
※書類受領者がスキャニングする場合は大きさ情報は除く(A４サイズ以下に限る)

✔訂正及び削除データの履歴保存及び内容確認
✔入力者情報の確認：入力者の直接監督者情報でも可
✔相互関連性の確保：書類データと仕訳明細データを1対１で関連付
✔検索機能の確保：日付・金額は範囲指定・2以上の項目で複合条件設定

出力機器の要件

・14インチ以上のディスプレイ
・カラープリンター※4ポイントの文字が認識可能の製品に限る
・整然とした形式及び明瞭な状態で出力

国税関係帳簿書類のスキャナ保存
【取引書類のスキャナ保存：システム等の要件と運用要件】

☑タイムスタンプを不要とできる
…SaaS型クラウドサービスを利用する場合など
一定の要件を満たす場合のタイムスタンプを不要と
できる

☑検索項目は3項目
「取引年月日その他の日付・取引金額」「取引
先名称」

☑ダウンロードして検索する方法も可

期限内入力(運用要件）

重要な書類のスキャナ保存の入力期限(以下のいずれか)
・速やかに(概ね7営業日以内)
・業務サイクル後速やかに入力（約67日以内）
⇒スキャナ保存の手順を定めた社内規程の整備が必要

☑特に速やかに入力(概ね3営業日以内)
の期限・自署要件を廃止
☑適正事務処理要件を廃止
2人以上の体制入力・定期検査要件が廃止
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３. 消費税インボイス制度の電子化による対応
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適格請求書等発行事業者
（売り手側）

消費税課税事業者
(買い手側）

交付 受領
適格請求書等

控え
適格請求書等

適格請求書等の
控えの保存義務
新消法５７の４
➀⑤⑥

適格請求書等の
保存義務

新消法30⑦⑨
※仕入税額控除の要件

書面又は電磁的記録
（新消法30⑨・57の4⑥）

電子インボイス
電帳法施行規則４条1項
の規定により保存

（新消費税法施行規則15条の５）
※ただし、書面による保存も可

【発行側の検討項目】
・適格請求書登録申請(登録番号の取得) 
・発行方法の検討(書面orデータ)
・インボイスとするべき書類の特定及び周知
・記載項目や消費税額の計算方法の検討
・発行インボイス控えの保存方法の検討

【受領側の検討項目】
・適格請求書の保存方法の検討
・消費税率ごとに区分した会計入力
・適格請求書発行事業者の登録確認方法の検討
・電子インボイスの保存に係る電帳法要件対応
・業務処理の電子化の検討(経理業務DX化）

消費税インボイス制度の電子化による対応
【適格請求書の発行側・受領側の検討】



消費税インボイス制度の電子化による対応

【取引書類の授受方法による保存義務規定】

保存義務（法人税法施行規則59条1項3号）
電子保存⇒税務署長の承認必要
(電帳法４条２項又は3項）
※令和4年1月1日以降は申請不要

適格請求書・・データで送付

適格請求書・・紙出力し送付

適格
請求書控

適格
請求書

・紙で発行するか、
・データを送付するか

紙で発行した場合・・・
原則：控えのデータを紙出力し書面保存
特例：データ保存
(保存要件：電帳法規則2条1項5号）

データで発行した場合・・・
送付したデータを保存する
（保存要件：電帳法規則4条1項）

紙で受領した場合・・・
原則：請求書原本を保存する
特例：スキャナ保存
(保存要件：電帳法規則2条1項5号）

データで受領した場合・・・
受領したデータを保存する
（保存要件：電帳法規則4条1項）

Copyright © SKJ CPTA Office 2022 all right reserved

保存義務（電帳法７条）
電子保存⇒義務付け（申請不要）
※令和4年1月1日以降書面保存は不可(電帳法)

スキャナ保存データ保存
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消費税インボイス制度の電子化による対応

【EDIシステム利用者のインボイス制度対応】

業務システム等

納品情報

検収情報

支払情報

固定長データ

業務システム等

EDIシステム

peppol/変換

固定長データ

請求情報固定長データ
固定長データ

☑どのメッセージを適格請求書データとするか
適格請求書は請求データ以外のメッセージ情報で対応可能

☑適格請求書データとするメッセージ情報に法令項目が含まれているか
適格請求書には記載すべき法令項目をすべて記載すことが必要

☑消費税額の計算方法はメッセージの明細ごとに1回計算する(端数処理)
取引明細ごとではなくメッセージごとに消費税額の計算が必要

☑EDIデータの保存方法を検討する
EDIデータが保存されていなければ適格請求書の保存がされていないことになる

どのメッセージを適格請求書
データとするか？



ユーザー

購買等システム

電子インボイス交付
（適格請求書等）

取引先
システム

消費税会計処理

⇒自動受入・自動処理

消費税インボイス制度の電子化による対応

【デジタルインボイス推進協議会】

標準請求書フォーマットにより、
インターフェース構築費用が削減

適格請求書等
データ：JP PINT

(Peppol・標準フォーマット)

電子インボイスの普及に向けて、国際規格「Peppol(ペポル)※」に
準拠した「JP PINT(日本標準仕様)」策定 ※2022年秋頃仕様公開

適格請求書発行

⇒自動発行(電子取引)

※「Peppol」は、電子インボイスなどの電子文書をネットワーク上で授受するための国際的な標準規格です。欧州各国をはじめ、シンガポール、オースト
ラリアなどで採用されており、「Peppol」に基づく電子インボイスの国際的な利用が進んでいます

「デジタルインボイス推進協議会（以下、EIPA（エイパ））」は、中小・小規模事業者から大企業に至るまでの幅広
い事業者が、容易に、かつ低コストで、デジタルインボイスのやり取りを行うことが可能となるよう、「Peppol（ペポル）」
という国際標準仕様をベースとした日本におけるデジタルインボイス(標準化され構造化された電子インボイス)の標準
仕様について、関係省庁等と連携し、必要な検討を進めています。
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消費税インボイス制度の電子化による対応

【業務処理全体の電子化のイメージ】

業務
システム

売り手側 買い手側

業務
システム

電子取引システム

見積書 見積書

納品書

発注書発注書

検収書検収書

納品書

請求書

見積書
(データ)

発注書
(データ)

納品書
(データ)

検収書
(データ)

電子
インボイス

全銀
ＥDIデータ

請求書

照合

照合

照合

支払データ入金データ

会計
システム

会計
システム指示

仕訳情報
連携

仕訳情報
連携

照合

2023年9月までに構築

照合

照合

照合

消込

照合
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JP PINT



ＳＫＪコンサルティング合同会社
業務執行社員 袖山 喜久造

ＳＫＪ総合税理士事務所
所長・税理士 袖山 喜久造

税理士 龍 真一郎 税理士 坂本 真一郎
千代田区神田須田町１－２－１カルフール神田ビル8階

☎０３－３５２５－４６８８（代表）
HP: http://tax-wave.com/

ご清聴ありがとうございました
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電子帳簿保存法対応「電子化実践マニュアル」
令和4年6月20日販売開始
税務研究会出版局
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